
 

入札金額の 積算根拠と な っ た 内訳書の 取扱い に つい て  

 

「 公共工事の 入札及び契約の 適正化の 促進に 関する 法律」（ 入札契約適正化法） の 改正

に よ り 、 平成２ ７ 年４ 月１ 日か ら 工事請負の 入札に 際し 、 入札金額の 内訳書（ 以下「 内訳

書」 と いう 。 ） の 提出が 義務づけ ら れま し た 。  

う る ま 市で は、 う る ま 市建設工事等に係る 予定価格の事前公表に関する 要綱（ 平成１ ７ 年  

告示第１ １ 号） 第６ 条第１ 項で 、 競争入札に 参加する 者に ついて は、 建設工事等の入札金額

の積算根拠と な っ た 内訳書の 提出を 義務付し 、 第２ 項で は、 内訳書を 提出し な い 者は、 当該

入札に参加で き な いも のと する と な っ て おり ま す。  

 事前公表を 行わ な い 建設工事等に ついて も 、 同様の取り 扱いを お願いし ま す。  

 

１ ． 競争入札等に おけ る 取扱い  

  入札金額の 積算根拠と な っ た 内訳書（ 以下「 内訳書」 と い う 。 ） が 未提出又は不備が

あ る も の と し て 別表各号に 掲げる 場合に 該当する 場合に つい て 、 う る ま 市競争契約入札

心得規程第７ 条第８ 号に 該当する 無効の 入札と し て 取り 扱う も の と する 。  

た だ し 、 別表第４ 項第１ 号若し く は第２ 号に 該当する も の で あ っ て 軽微な 誤記で あ る

と き に は 、 う る ま 市競争契約入札心得規程第７ 条第８ 号の 規定に か か わ ら ず、 注意を 行

っ た 上で 無効と し な いこ と が で き る 。  

 

２ ． 事前公表を 行わな い建設工事等の競争入札等に おけ る 取扱い  

開札か ら 直ち に 行わ れる 再度入札に つい て は、内訳書の 再提出は物理的に 困難で あ る と

考え ら れる こ と か ら 、 内訳書に ついて は、 最初の 入札に 係る 申込みの 際の 提出と し ま す。

発注者の判断に よ り 再度入札に おいて 提出を 求め る こ と を 否定する も の で はあ り ま せん 。 

 

３ ． 入札説明書等への記載 

 入札説明書、 指名通知書又は談合情報マ ニ ュ ア ルに 基づき 内訳書の 提出を 要請する 文

書に 、 「 入札参加者は押印及び記名を 行っ た 内訳書を 提出し な け ればな ら ず、 提出さ れ

た 内訳書に つい て 説明を 求め る こ と が あ る 。 ま た 、 内訳書が 、 別表各項に 掲げる 場合に

該当する も の に つい て は 、 う る ま 市競争契約入札心得規程第７ 条第８ 号に 該当する 入札

と し て 、 原則と し て 当該内訳書提出業者の 入札を 無効と する 。 」 旨及び本別表を 記載す

る も の と する 。  

 

４ ． 入札参加者への 周知 

  入札公告又は指名通知が 行わ れた 建設工事等に つい て 、 別表各項に 該当する 内訳書

を 提出し た 入札は 、 原則と し て 無効と な る 旨を 入札説明書等に よ り 入札参加者へ周知

する も のと する 。 （ 別紙添付）  

 

附 則 

 平成１ ７ 年４ 月１ 日以後の 入札公告又は指名通知を 行う 建設工事等を 対象と し て 適用

する 。  

  附 則  

平成２ ８ 年４ 月１ 日以後の 入札公告又は指名通知を 行う 建設工事等を 対象と し て 適用

する 。  

 

  附 則  

令和３ 年８ 月２ 日以後の 入札公告又は指名通知を 行う 建設工事等を 対象と し て 適用す

る 。  



 

別 表  

 

１  未提出で あ る と 認め

ら れる 場合（ 未提出で あ

る と 同視で き る 場合を

含む）  

（ １ ）  内訳書の 全部又は一部が 提出さ れて い な い 場合 

（ ２ ）  内訳書と は無関係な 書類で あ る 場合 

（ ３ ）  他の 建設工事等の 内訳書で あ る 場合 

（ ４ ）  白紙で あ る 場合 

（ ５ ）  内訳書に 押印が 欠け て い る 場合 

（ ６ ）  内訳書が 特定で き な い 場合 

（ ７ ）  他の 入札参加者の 様式を 入手し 、 使用し て い る 場合 

２  記載すべき 事項が 欠

け て い る 場合 

（ １ ）  内訳の 記載が 全く な い 場合 

（ ２ ）  入札説明書又は指名通知書に 指示さ れた 項目を 満た し て

いな い 場合 

３  添付すべき で はな い

書類が 添付さ れて い た

場合 

（ １ ）  他の 建設工事等の 内訳書が 添付さ れて いた 場合 

４  記載すべき 事項に 誤

り が あ る 場合 
（ １ ）  発注者名に 誤り が あ る 場合 

（ ２ ）  発注案件名に 誤り が あ る 場合 

（ ３ ）   提出業者名に 誤り が あ る 場合 

５  そ の 他未提出又は不備が あ る 場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙  

入札金額の 積算根拠と な っ た 内訳書の 取扱い に つい て （ 通知）  

 

 

入札参加者へ 

  入札公告又は指名通知が 行わ れた 建設工事等に つい て 、 入札金額の 積算根拠と な っ

た 内訳書が 未提出又は不備が あ る も の と し て 別表各号に 該当する 入札は、 原則と し て

無効と する 。  

 

 

別 表  

 

１  未提出で あ る と 認め

ら れる 場合（ 未提出で あ

る と 同視で き る 場合を

含む）  

（ １ ）  内訳書の 全部又は一部が 提出さ れて い な い 場合 

（ ２ ）  内訳書と は無関係な 書類で あ る 場合 

（ ３ ）  他の 建設工事等の 内訳書で あ る 場合 

（ ４ ）  白紙で あ る 場合 

（ ５ ）  内訳書に 押印が 欠け て い る 場合 

（ ６ ）  内訳書が 特定で き な い 場合 

（ ７ ）  他の 入札参加者の 様式を 入手し 、 使用し て い る 場合 

２  記載すべき 事項が 欠

け て い る 場合 

（ １ ）  内訳の 記載が 全く な い 場合 

（ ２ ）  入札説明書又は指名通知書に 指示さ れた 項目を 満た し て

いな い 場合 

３  添付すべき で はな い

書類が 添付さ れて い た

場合 

（ １ ）  他の 建設工事等の 内訳書が 添付さ れて いた 場合 

４  記載すべき 事項に 誤

り が あ る 場合 
（ １ ）  発注者名に 誤り が あ る 場合 

（ ２ ）  発注案件名に 誤り が あ る 場合 

（ ３ ）   提出業者名に 誤り が あ る 場合 

５  そ の 他未提出又は不備が あ る 場合 

 

   附 則 

 平成１ ７ 年４ 月１ 日以後の 入札公告又は指名通知を 行う 建設工事等を 対象と し て 適用

する 。  


